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♦申込締切 令和５年 ７月２１日（金）

♦参加方法 「住所・氏名・年齢・学年・電話番号」をご記入の上、

はがき・FAX・Eメールよりお申込みください！

会場：杉並区役所 本庁舎 第４会議室 (中棟６階)

♦申込・問合せ 子ども家庭部管理課 子ども政策担当
住所/〒166-8570 杉並区阿佐谷南１－15－１
電話/03-3312-2111(代表) FAX/03-5307-0686
メール/k-seisaku-t@city.suginami.lg.jp

♦対象 区内在住・在学の中学生から高校生相当の方 20名程度

子どもにとって、
もっともよいこととは
なんだろう？

コロナ禍で我慢していたこと
いろいろあったな…

詳細はコチラ！⇒
＜杉並区公式HP＞

区では、基本構想に掲げる「すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち」の実現に向けて、
「（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例」の制定を見据え、検討を進めています。皆さんの今や将来の生活を
より良くするために子どもの皆さんが考えていることや色々な気持ちを聴いて活かしていきます。

友達ともっと
遊びたかった！

マスク生活
慣れちゃったよ

みんな大変そうだったし、
言いたくても言えないこと
あったよね…

部活動が制限されて
残念だったな

お菓子もあるよ🍬
気軽に参加してね！


